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Ⅳ 柵設置等業務

１ 業務内容

イ．柵設置

次のとおり柵設置業務を実施すること。

(1) 隣接地等他の部分へ損害を与えないように十分留意し、事故の起こらない

ように注意すること。

(2) 境界標、工作物等が設置されている場合は、これを破損することのないよ

う注意して委託業務を実施することとし、誤って破損した場合は、直ちに監

督職員に報告するとともに、有資格者により原状に復旧すること。なお、監

督職員から指示があるときはその指示に従うこと。

(3) 材料及び工事仕様は、原則「柵標準工事仕様書」のとおりとし、原則境界

の内側 20cm に設置すること。なお、地盤等の状況から、支え柱が必要な場

合は監督職員と協議のうえ、その指示に従うこと。

(4) クランプカバー、安全キャップは接着剤を塗布し貼り付けること。

ロ．コンクリート等破砕

次のとおりコンクリート等破砕業務を実施すること。

(1) コンクリート敷、簡易アスファルト敷等に柵を設置する場合は、別途コン

クリート等破砕業務を実施する。

(注) 破砕個所数は、破砕を要する柵脚 1本ごとに 1個所として計算する。

(2) 削岩機等を使用し、口径「10cm」程度のコンクリート等の破砕を行う。

(3) 発生ガラは、適法に場外処分する。

(4) 工事実施後の整地を行う。

ハ．木柵撤去

次のとおり木柵撤去業務を実施すること。

(1) 撤去した木柵は、適法に処理すること。

(2) 撤去後に柵設置を要する場合は、上記イによる。

２ 業務委託の方法

「指図書」（様式Ⅲ－１）及び関係図書（位置図、案内図、公図、測量図）(写)

により委託業者に指図する。

３ 業務委託の指図時期

随時指図する。



４ 業務工程表の提出

委託業者は、指図日の翌日から 5日以内に「業務工程書」を提出すること。

５ お知らせ文書の配布

委託業者は、本業務を実施する 5日前までに、近隣住民に対し「柵設置等業務

実施のお知らせ文書」を配布すること

６ 業務完了期限

業務委託の指図日の翌日から 30日以内に完了すること。

ただし、緊急を要する場合は、監督職員と協議のうえ決定する。

７ 業務報告書の提出

(1) 「柵設置等業務報告書」（様式Ⅲ－３－４）を作成し、指図日の翌日から 30

日以内(当日が閉庁日のときは翌開庁日とする。)に提出すること。

なお、各年度の 3月分については、その年度の末日開庁日までに提出するこ

と。

(2) 「柵設置等業務報告書」（様式Ⅲ－３－４）に添付する完了写真は、

① 施行位置（施行場所・撮影方向等）が明確に確認できるもの。

② 施工前・施工後の状況を同一のアングルで撮影したもの。

を添付すること。

③ 施工中の状況を撮影したもの（場外搬出状況がわかるもの）





Ⅴ 巣撤去業務

１ 業務内容

ハチの巣を撤去し、適正に場外処分すること。

(注) ハチの巣撤去は、スズメバチ、アシナガバチなどの巣撤去で難所作業を

標準としていることから、撤去が簡易な場合は、｢Ⅰ巡回業務｣ の１のイの

(3)の不法投棄等の規定を準用して処理すること。

２ 業務委託の方法

「指図書」（様式１）により指図する。

３ 業務委託の指図時期

随時指図する。

４ 業務工程表の提出

委託業者は、指図日の翌日から 5日以内に「業務工程書」を提出すること。

５ お知らせ文書の配布

委託業者は、本業務を実施する 3日前までに、近隣住民に対し「巣撤去業務実

施のお知らせ文書」を配布すること。

６ 業務完了期限

「指図書」（様式Ⅲ－１）で指定された日までに完了すること。

ただし、緊急を要する場合は、監督職員と協議のうえ決定する。

７ 業務実施に当たっての留意事項

業務実施に当たっては、児童の登下校時間は避ける等、近隣への十分な配慮を

したうえで実施するとともに、安全対策に留意のうえ、隣接地等に損害を与える

ことがないよう、万全の注意を払うこと。

８ 業務報告書の提出

(1) 「巣撤去業務報告書」（様式Ⅲ－３－５）を作成し、「指図書」（様式Ⅲ－１）

で指定された日(当日が閉庁日のときは翌開庁日とする。)までに提出すること。

なお、各年度の 3月分については、その年度の末日開庁日までに提出するこ

と。

(2) 「巣撤去業務報告書」（様式Ⅲ－３－５）の「特記事項」欄に、以下の事項を

記載すること。

① 撤去方法



② 撤去状況（営巣状況、撤去方法など）

③ 撤去結果（近隣住民等への影響の可能性など）

④ その他参考となる事項

(3) 「巣撤去業務報告書」（様式Ⅲ－３－５）に添付する完了写真は、

① 施行位置（施行場所・撮影方向等）が明確に確認できるもの。

② 施工前・施工後の状況を同一のアングルで撮影したもの。

を添付すること。

Ⅵ 樹木伐採等業務

１ 業務内容

イ．樹木伐採業務

次のとおり樹木伐採業務を行うこと。

(1) 「指図書」（様式Ⅲ－１）に指定する樹木を地際から伐採し、適法に場外処

分する。

なお、伐根は行わない。

(注) 倒木、枯木の撤去は、本業務に含まれない。

(2) 施工前に、日程、搬入・搬出のための通路確保等について、監督職員、隣

接者等と打ち合わせする。

(3) 樹木の幹周りは、地上 1.2ｍの高さで測った周囲とする。なお、株立（地

上 1.2ｍ未満で枝が分岐しているもの）の場合は、本数の幹周りの総和に 0.7

を乗じたものとする。

(4) 樹高 1.2ｍ未満の樹木を低木等とする。

ロ．枝払い業務

次のとおり枝払い業務を行うこと。

(1) 「指図書」（様式Ⅲ－１）に指定する樹木の枝等（孟宗竹・真竹を含む。）

を、指図書の指示に従い枝払いし、適法に場外処分する。

(2) 樹木の枝については、幹周り 30cm 未満のものを対象とし、切断する枝の

本数をもって単位とする。

(3) 孟宗竹及び真竹については、幹周りに関係なく 1本につき「枝払い 1件」

とする。

(4) 施工前に、日程、搬入・搬出のための通路確保等について、国担当者、隣

接者等と打ち合わせする。

ハ．吊伐
つ り ぎ

り業務

次のとおり吊伐り業務を行うこと。

(1) 「指図書」（様式Ⅲ－１）に指定する樹木について、頂部から少しずつ枝・

幹を切り、切った枝・幹をその都度、移動式クレーン等を用いて地上に吊り



下ろした上、適法に場外処分する。

なお、抜根は行わない。

(2) 吊伐りは、原則として幹周り 1.2ｍ以上の樹木を対象とする。

(3) 吊伐りは、対象樹木に併せて実施した樹木伐採、樹木枝払いのほか、施工

の際に必要となる養生・資材の搬入出・足場・交通誘導・クレーン等操作・

原状回復・廃棄物処分等を含む。

(4) 施工前に、日程、施工方法、搬入・搬出のための通路確保等について、国

担当者、隣接者等と打ち合わせする。

２ 業務委託の方法

「指図書」（様式Ⅲ－１）及び関係図書（位置図、案内図、公図、測量図）(写)

により委託業者に指図する。

３ 業務委託の指図時期

随時指図する。

４ 業務工程表の提出

委託業者は、樹木伐採業務、吊伐り業務については指図日の翌日から 7日以内

に、枝払い業務については指図日の翌日から 5日以内に「業務工程書」を提出す

ること。

５ お知らせ文書の配布

委託業者は、本業務を実施する 5日前までに、近隣住民に対し「樹木伐採等業

務実施のお知らせ文書」を配布すること。

６ 業務完了期限

業務委託の指図日の翌日から 30日以内に完了すること。

ただし、緊急を要する場合は、監督職員と協議のうえ決定する。

７ 業務報告書の提出

(1) 「樹木伐採等業務報告書」（様式Ⅲ－３－６）を作成し、指図日の翌日から 30

日以内(当日が閉庁日のときは翌開庁日とする。)に提出すること。

なお、各年度の 3月分については、その年度の末日開庁日までに提出するこ

と。

(2) 「樹木伐採等業務報告書」（様式Ⅲ－３－６）に添付する完了写真は、

① 施行位置（施行場所・撮影方向等）が明確に確認できるもの。

② 施工前・施工後の状況を同一のアングルで撮影したもの。



を添付すること。

③ 施工中の状況を撮影したもの（場外搬出状況がわかるもの）

(3) 業務実施の「お知らせ文書」を配付した範囲を図面で提出すること。

８ 業務実施に当たっての留意事項

(1) 施工に当たっては、隣接地等に損害を与えることがないよう、また、受託財

産内の境界標等を損傷することがないよう、養生を行うなど、万全の注意を払

うこと。

(2) 指図書で指示する樹木以外を伐採しないよう、十分に注意すること。

(3) 道路等に樹木が飛散した場合は、きれいに清掃すること。

Ⅶ お知らせ文書掲示等業務

１ 業務内容

業務委託財産の現地看板に以下のお知らせ文書等を掲示し、または剥がしたう

え処分すること。掲示物は管轄区域の本局、事務所、出張所から交付する。（掲

示にあたっては、耐久性の高いテープを使用する等により掲示物が容易に剥がれ

ることのないよう留意すること。）

(1) 入札売払お知らせ文書等

(2) 先着順売払お知らせ文書等

(3) その他お知らせ文書等

その際、監督職員の指示により、国が交付したのぼりを看板、柵など、指定す

る箇所へ設置しまたは撤去のうえ国へ返還（傷みが大きい場合は処分）すること。

なお、上記(1)が掲示されている場所に、上記(2)を掲示する際には、上記(1)

は剥がしたうえ処分することとし、指図書・報告書・支払等は(2)の掲示、1 箇

所として取扱うものとする。

また、1 物件に複数箇所の現地看板が設置してある場合は、1 物件の全ての看

板にお知らせ文書等を掲示し、または剥がしたうえ処分することとし、指図書・

報告書・支払等は 1物件で 1箇所として取扱うものとする。

２ 業務委託の方法

「指図書」（様式Ⅲ－１）により指図する。

３ 業務委託の指図時期

随時指図する。

４ 業務工程表の提出

委託業者は、指図日の翌日から 3日以内に「業務工程書」を提出すること。



５ 掲示日・剥がし日

(1) 入札売払お知らせ文書等

（掲 示）指定された日。（入札売払公示日当日）

（剥がし）指定された日から 3日以内。

(2) 先着順売払お知らせ文書等

（掲 示）指定された日。

（剥がし）指定された日から 3日以内。

(3) その他お知らせ文書等

（掲 示）指定された日から 3日以内。

（剥がし）指定された日から 3日以内。

６ 業務報告書の提出

(1) 「お知らせ文書掲示等業務報告書」（様式Ⅲ－３－７）を作成し、指図日の翌

日から 14日以内に提出すること。

なお、上記 5の(1)及び(2)の掲示業務については、掲示した翌日に上記報告

書を提出すること。

(2) 「お知らせ文書掲示等業務報告書」（様式Ⅲ－３－７）に添付する完了写真（撮

影日付が明示されたもの）は、

① 施行位置（施行場所・撮影方向等）が明確に確認できるもの。

② 施工前・施工後の状況を同一のアングルで撮影したもの。

③ 掲示物の内容が明瞭に確認できるもの。

を添付すること。

Ⅷ 建物開口部閉鎖業務

１ 業務内容

対象建物について、１階の各住戸の開口部及び階段室部分を封鎖する。

（窓閉鎖）

四方浅木及び胴縁を取り付けの上、厚さ 12mm 以上の合板等を外部からビス

止めし、入室できないようにする。

（建物出入口閉鎖）

四方浅木及び胴縁を取り付けの上、厚さ 12mm 以上の合板等を外部からビス

止めし、入室できないようにすると同時に、出入口（H＝1800、W＝600 程度）

を設け、当局が指定する南京錠を取付ける。（別紙「閉鎖工事標準図」参照）



２ 業務委託の方法

「指図書」（様式Ⅲ－１）及び関係図書（位置図、案内図、公図、測量図）(写)

により委託業者に指図する。

３ 業務委託の指図時期

随時指図する。

４ 業務工程表の提出

委託業者は、指図日の翌日から 5日以内に「業務工程書」を提出すること。

５ 業務完了期限

業務委託の指図日の翌日から 30日以内に完了すること。

ただし、緊急を要する場合は、監督職員と協議のうえ決定する。

６ 業務報告書の提出

(1) 「開口部閉鎖業務報告書」（様式Ⅲ－３－８）を作成し、指図日の翌日から 30

日以内(当日が閉庁日のときは翌開庁日とする。)に提出すること。

なお、各年度の 3月分については、その年度の末日開庁日までに提出するこ

と。

(2) 「開口部閉鎖業務報告書」（様式Ⅲ－３－８）に添付する完了写真は、

① 施行位置（施行場所・撮影方向等）が明確に確認できるもの。

② 施工前・施工後の状況を同一のアングルで撮影したもの。

③ 施工中の状況を撮影したもの。

を添付すること。

７ 業務実施に当たっての留意事項

(1) 施工に当たっては、安全対策を施し、隣接地等に損害を与えることがない

よう、万全の注意を払うこと。万一損傷・汚損した場合は監督職員に速やかに

報告するとともに原状回復を行うこと。

(2) 既設の窓の破損等を理由に本業務を行う場合は、建物内部に動物が侵入し

ていないこと等を確認したうえで施工すること。仮に動物等が侵入していた場

合は、排除したうえで施工すること。

(3) その他不明な点は、監督職員の指示による。



年間予定数量 （別紙Ⅲ－１）

（管内総括分 事務委任を含む）

近郊 箇所

遠方 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

機械刈り ㎡

手刈り ㎡

柵設置 ｍ

コンクリート等破砕（柵・看板とも） 箇所

木柵撤去 ｍ

Ⅴ 巣撤去業務 件

枝払い 本

①低木等（樹高120cm未満） 本

②幹周り30cm未満 本

③幹周り30～60cm未満 本

④幹周り60～90cm未満 本

⑤幹周り90～120cm未満 本

吊伐り 本

近郊 箇所

遠方（近距離） 箇所

遠方（遠距離） 箇所

㎡

㎡

（注）１．年間予定数量は、確定数量ではなく、今後増減することがあり得る。また、甲の都合により増減することができる。

２．甲の都合により予定数量を変更しても、乙は損害賠償の請求をできないものとする。

年間予定数量 単位

Ⅰ 巡回業務

Ⅷ 建物開口部閉鎖
窓封鎖

建物出入口封鎖

Ⅱ 看板製作設置等業務

自立型

製作設置

撤去保存

撤去廃棄

保存設置

補 強

添架型

製作設置

撤去保存

Ⅳ 柵設置等業務

Ⅵ 樹木伐採等業務 樹木伐採

Ⅶ お知らせ文書掲示等業務

業務区分 業務細分

撤去廃棄

保存設置

Ⅲ 草刈業務



（別紙Ⅲ－２）

委託報酬額等内訳書

業務区分 単位 単価 委託報酬額 違約金額

箇所

箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

㎡

㎡

ｍ

コンクリート等破砕（柵・看板とも） 箇所

木柵撤去 ｍ

Ⅴ 巣撤去業務 件

本

①低木等（樹高120cm未満） 本

②幹周り30cm未満 本

③幹周り30～60cm未満 本

④幹周り60～90cm未満 本

⑤幹周り90～120cm未満 本

本

近郊 箇所

遠方（近距離） 箇所

遠方（遠距離） 箇所

㎡

㎡

（注）単価及び委託報酬額は、消費税及び地方消費税を含まない価格。

樹木伐採

製作設置

Ⅶ お知らせ文書掲示等業務

自立型

添架型

撤去廃棄

補 強

近郊

遠方

保存設置

保存設置

業務細分

Ⅵ 樹木伐採等業務

Ⅱ 看板製作設置等業務

Ⅲ 草刈業務

Ⅳ 柵設置等業務

撤去保存

撤去廃棄

Ⅰ 巡回業務

製作設置

撤去保存

Ⅷ 建物開口部閉鎖
窓封鎖

建物出入口封鎖

単価に完了業
務数量を乗じ

た額

単価に違約金
対象業務数量
を乗じた額の

倍額

吊伐り

枝払い

柵設置

機械刈り

手刈り



○○管轄区域 国有財産管理等業務委託財産一覧表

○近郊財産

予定回数 予定回数

○遠方（近距離）財産

予定回数 予定回数

○遠方（遠距離）財産

予定回数 予定回数

○宿舎財産

予定回数 予定回数

○事務委任財産

予定回数 予定回数

一般
財投

近郊
遠方（近）
遠方（遠）

財産番号 市町村名 所 在 地 区分 数量
機械刈面積 手刈り面積

一般
財投

近郊
遠方（近）
遠方（遠）

財産番号 市町村名 所 在 地 区分 数量
機械刈面積 手刈り面積

一般
財投

近郊
遠方（近）
遠方（遠）

財産番号 市町村名 所 在 地 区分
手刈り面積

一般
財投

近郊
遠方（近）
遠方（遠）

財産番号 市町村名 所 在 地 区分

市町村名 所 在 地 区分

数量
機械刈面積

数量
機械刈面積

（別紙Ⅲ－３）

手刈り面積

数量
機械刈面積 手刈り面積

会計名
近郊

遠方（近）
遠方（遠）

財産番号



（様式Ⅲ－１）

1.
2. 平成 年 月 日
3. 箇所
4. 業務指図期間
5. 指図箇所等

財 産
番 号 所 在 地 会計 業務細分

箇所× = 0 円
委託料 消費税 ５％ 0 円

計 0 円

うち 一般会計 円

財投会計 円

( )特別会計 円

上記業務を単価契約に基づき発注する。

○ ○ 会社 御中

中国財務局統括国有財産管理官（第○部門）  ○○ ○○  ㊞     

指 図 書

指図番号
業務指図日
業務区分

平成 年 月 日から
（一般財産・宿舎財産・事務委任財産）

数量

一般・財投会計・特別会計の内訳を記載する。



（様式Ⅲ－２）

平成 年 月 日

支出負担行為担当官 中国財務局総務部長 殿

住 所

業者名 ㊞

平成 年 月分の受託財産にかかる業務の実施状況を別紙のとおりご報告します。

（財産種別）一般財産、宿舎財産、事務委任財産

中国財務局○○財務事務所管財課 （会計名）一般会計、財投会計、( )特別会計

業務区分 単位 数量

近郊 箇所

遠方 箇所

近郊 箇所

遠方 箇所

合 計 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

合 計 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

売払及び管理委託 箇所

売払又は管理委託 箇所

合 計 箇所

コンクリート等破砕 箇所

機械刈り ㎡

手刈り ㎡

柵設置 ｍ

コンクリート等破砕 箇所

木柵撤去 ｍ

巣撤去 件

枝払い 本

①低木等（樹高120ｃｍ未満） 本

②幹周り30cm未満 本

③幹周り30～60cm未満 本

④幹周り60～90cm未満 本

⑤幹周り90～120cm未満 本

吊伐り 本

合 計 本

近郊 箇所

遠方（近距離） 箇所

遠方（遠距離） 箇所

近郊 箇所

遠方（近距離） 箇所

遠方（遠距離） 箇所

合 計 箇所

㎡

㎡

合 計 ㎡

建物開口部閉鎖

撤去廃棄

お知らせ文書掲示等

掲 示

剥がし

樹木伐採

柵設置等

樹木伐採等

窓封鎖

建物出入口封鎖

撤去保存

撤去廃棄

巡 回

撤去廃棄

添架型

看板製作設置等

撤去廃棄

草 刈

業務報告書（総括表）

定期巡回

臨時巡回

自立型

製作設置

撤去保存

補 強

業務細分

製作設置



（様式Ⅲ－３－１）

平成 年 月 日

中国財務局○○財務事務所管財課 （ 一般会計、財投会計 ）

定期・臨時 近郊・遠方

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（記載要領）

※「業務細分」欄は、（定期巡回・臨時巡回）の別、（近郊・遠方）の別をそれぞれ記載

※「業務内容・特記事項」欄は、巡回時に実施した具体的な内容や異常個所などの特記事項を記載（スペースが足りない場合は別紙に記載（様式任意））

業務内容・特記事項

巡回業務報告書 （ 一般財産 ・ 宿舎財産 ）

指図日 完了日 異常の有無 境界標確認
業務細分

番号 財産所在地 作業員財産番号



（様式Ⅲ－３－２）

平成 年 月 日

中国財務局○○財務事務所管財課 （ 一般会計、財投会計、( )特別会計 ）

自立・添架 業務内容 設置方式
コンクリート破
砕（箇所）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（記載要領） 合計

※「自立・添架」欄は、（自立型・添架型）の別を記載

※「業務内容」欄は、（製作設置・撤去保存・撤去廃棄・保存設置・補強）の別を記載

※「設置方式」欄は、売払予定地及び管理委託の場合は（及び）、売払予定地又は管理委託の場合は（又は）を記載

※「コンクリート等破砕」欄は、財産毎の箇所数を記載するとともに、合計を末尾に記載

※特記事項があれば具体的に記載

番号

看板製作設置等業務報告書

特記事項指図日 完了日財産番号 財産所在地 作業員
業務細分



（様式Ⅲ－３－３）

平成 年 月 日

中国財務局○○財務事務所管財課 （ 一般会計、財投会計 ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（記載要領） 合計

※「機械刈り数量」、「手刈り数量」欄は、財産毎の数量を記載するとともに、合計を末尾に記載

※特記事項があれば具体的に記載

特記事項手刈り数量（㎡）

草刈業務報告書 （ 一般財産 ・ 宿舎財産 ）

番号 財産所在地 作業員指図日 完了日財産番号 機械刈り数量（㎡）



（様式Ⅲ－３－４）

平成 年 月 日

中国財務局○○財務事務所管財課 （ 一般会計、財投会計 ）

柵設置数量（ｍ）
コンクリート等破砕

（箇所）
木柵撤去（ｍ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（記載要領） 合計

※「コンクリート等破砕」欄は、財産毎の箇所数を記載するとともに、合計を末尾に記載

※特記事項があれば具体的に記載

番号

柵設置等業務報告書 （ 一般財産 ・ 宿舎財産 ）

指図日 完了日財産番号 財産所在地 作業員 特記事項

業務細分



（様式Ⅲ－３－５）

平成 年 月 日

中国財務局○○財務事務所管財課 （ 一般会計、財投会計 ）

1

①撤去方法

②撤去状況（営巣状況、撤去方法など）

③撤去結果（近隣住民等への影響の可能性など）

④その他参考となる事項

2

①撤去方法

②撤去状況（営巣状況、撤去方法など）

③撤去結果（近隣住民等への影響の可能性など）

④その他参考となる事項

（記載要領）

※特記事項のスペースが足りない場合は別紙に記載（様式任意）

番号 件数

巣撤去業務報告書 （ 一般財産 ・ 宿舎財産 ）

特記事項指図日 完了日財産番号 財産所在地 作業員



（様式Ⅲ－３－６）

平成 年 月 日

中国財務局○○財務事務所管財課 （ 一般会計、財投会計 ）

① ② ③ ④ ⑤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合計

（記載要領）

※「業務細分」欄は、財産毎の本数を記載するとともに、合計を末尾に記載

※「樹木伐採」欄は、【樹木伐採の区分】の①～⑤に従って記載

※特記事項があれば具体的に記載

作業員財産所在地 枝払い
（本）

吊伐り
（本）

樹木伐採等業務報告書 （ 一般財産 ・ 宿舎財産 ）

特記事項指図日 完了日財産番号

業務細分

樹木伐採（本）番号

【樹木伐採の区分】
① 低木等（樹高120ｃｍ未満）
② 幹周り30cm未満

③ 幹周り30～60cm未満

④ 幹周り60～90cm未満
⑤ 幹周り90～120cm未満
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【別添3】

業務処理期間一覧表

業務名 指図時期
業務工程書
提出期限

お知らせ文書
配布期限

報告書提出期限

物件調書作成業務等

物件調書作成（土地） 毎月 － － 指図日の翌日から3ヶ月以内

毎月 － － 指図日の翌日から3ヶ月以内

随時 － － 指図日の翌日から2週間以内

毎月 － － 指図日の翌日から2ヶ月以内

毎月 － － 指図日の翌日から1ヶ月以内

巡回業務

定期巡回 4半期に1回 指図日の翌日から5日以内 － 指図日の翌日から30日以内

随時巡回 随時 － － 指図日の翌日から10日以内

草刈・保守業務

草刈・保守

一括草刈 5月頃・8月頃 指図日の翌日から10日以内 工事実施の3日前まで 指図日の翌日から60日以内

個別草刈等 随時 指図日の翌日から3日以内 工事実施の3日前まで 指図日の翌日から14日以内

柵設置業務

木柵設置等 随時 指図日の翌日から5日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

看板作成設置業務

看板作成設置 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図日の翌日から30日以内

掲示物貼付・張替 随時 指図日の翌日から3日以内 － 指図日の翌日から14日以内

看板撤去 随時 － － 指図日の翌日から14日以内

樹木伐採業務

樹木伐採 随時 指図日の翌日から7日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

樹木枝払い 随時 指図日の翌日から5日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

吊伐り 随時 指図日の翌日から7日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

測量業務

境界標復元 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図日の翌日から30日以内

用地測量 随時 指図日の翌日から14日以内 － 指図日の翌日から150日以内

不動産表示登記等業務 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図書で指定

投棄物撤去業務 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図日の翌日から30日以内

流出土砂撤去等業務

流出土砂撤去 随時 － － 指図書で指定

シート養生 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図書で指定

土嚢設置 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図書で指定

土留板柵設置 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図書で指定

開口部閉鎖業務 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図日の翌日から30日以内

地下埋設物調査業務

随時 指図日の翌日から6日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

物件調書再作成(現地調査必要）

物件調書再作成(現地調査不要）

物件調書作成（建物）

物件調書作成不可

地下埋設物調査(ミニバックホウを含む掘削調査）



【別添4】 

提案書 
【総合評価項目：実施体制】 

業務毎の実施体制について以下の項目について提示すること。 

【本実施要項で示す業務毎に実施体制及び業務全体の管理方法等を具体的に記載する

こと。グループで実施する場合は、業務全体の管理方法に加え、グループにおける実施

体制及び管理体制を記載すること。】（A4：1枚～2枚程度） 

(1) 企業の代表責任者 

(2) 未利用国有地管理等業務担当者 

【入札参加グループの場合】 

(3) 入札参加グループの一覧 

(4) グループ代表企業 

(5) グループ企業の代表責任者 

(6) 未利用国有地管理等業務担当者 

 

(7) 組織体制 

① 未利用国有地管理等業務に対する社内（グループ内）の位置付け 

② 業務遂行上の経費管理体制 

③ 指揮命令系統の確立及び明確化 

④ 緊急時（未利用国有地管理等業務の実施にあたり想定していた通りの業務実施

が困難となる未知の事故・事象が生じた場合）の対応や連絡体制の明確化 

 

(8) 従業者 

① 業務遂行可能人員の確保 

② 繁忙期等における人員及び体制の確保 

【総合評価項目：業務の実施方針等】 

業務の実施方針等について以下の項目について提示すること。 

【以下の項目について、各A4サイズ2枚程度で具体的かつ簡潔にまとめること。なお、

必要に応じ、業務毎に提案書を作成することができる。】 

【業務内容の妥当性・独創性】 

(1) 仕様書記載内容に係る実施方針 

(2) 未利用国有地の管理等業務の実施全般に対する質の確保について 

(3) 業務実施方針に係る改善提案 

・ 仕様書記載内容に係る改善提案 

・ 行政目的達成のための効果的な改善提案 

・ コスト削減のための改善提案 



【処理方法の妥当性・独創性】 

(1) 業務毎の処理手法 

(2) 事務所の設置 

(3) 業務処理方法に係る改善提案 

・ 業務の効率性を高める効果的な改善提案 

・ コスト削減のための改善提案 

・ 国民に対するサービスを増大させるための改善提案 

・ 国側の業務を簡素合理化するための改善提案 

 

【業務処理計画の妥当性・効率性】 

(1) 日程等の実現性 

(2) 遠隔地所在財産の処理 

(3) 業務処理計画に係る改善提案 

・ 効率的な実施に向けた作業計画等の改善提案 

・ 計画達成に向けた日程管理等の改善提案 

・ コスト削減のための改善提案 

・ 処理期間短縮のための改善提案 

 

【従来の実施方法に対する改善提案】 

国が各業務の現行基準として示す従来の実施方法に対し、改善すべき提案がある場合

は、以下の項目のとおり提案すること。なお、改善提案のない業務については、財務局

等が提示する最低水準として従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。 

（A4:業務毎1枚～2枚程度） 

 

１． 改善提案を行う業務及び項目 

２． 改善提案の趣旨 

３． 改善提案の内容 

４． 最低水準の確保に対する説明 

※ 提案する業務項目が複数となる場合は、提案業務項目と提案内容を簡記した改

善提案総括表を提出すること。 

 



 
 

 

入札参加資格 

 

仕様書で定める対象業務に応じて、次の①～⑰の資格を有する者であること。 

   ① 「物件調書作成業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参加

資格「測量」、「建設コンサルタント」又は「土地家屋調査」の「Ａ」又は「Ｂ」の

等級に格付けされている者、又は平成 25・26・27 年度財務省競争参加資格（全省

庁統一資格）「役務の提供等」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされ、北九州地

域の競争参加資格を有する者であるとともに、宅地建物取引主任者（宅地建物取引

業法第 18条）の資格者を有する者であること。 

② 「地下埋設物調査業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参

加資格「土木一式工事」、「とび・土工・コンクリート工事」又は「建設コンサルタ

ント」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者であること。 

③ 「測量業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参加資格「土

地家屋調査」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者であるとともに、土

地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）第 3 条第 1 項第 1 号から 6 号に定める

業務を履行できる者であること。 

④ 「巡回業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参加資格「測

量」、「建設コンサルタント」又は「土地家屋調査」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格

付けされている者、又は平成 25・26・27 年度財務省競争参加資格（全省庁統一資

格）「役務の提供等」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされ、北九州地域の競争

参加資格を有する者であること。 

⑤ 「草刈・保守業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参加資

格「造園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一

式工事」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・

26・27 年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ａ」又は

「Ｂ」の等級に格付けされ、北九州地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑥ 「柵設置業務」を行う者は、平成 25・26年度財務省北九州地区競争参加資格「造

園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一式工事」

の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。 

⑦ 「看板作成設置業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参加

資格「造園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木

一式工事」の「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・26・

27年度財務省競争参加資格（全省庁統一）「役務の提供等」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」

の等級に格付けされ、北九州地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑧ 「樹木伐採業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参加資格

「造園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一式

工事」の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。 

⑨ 「投棄物撤去業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参加資

格「造園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土木一

式工事」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・

【別添 5】 



 
 

 

26・27 年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ａ」又は

「Ｂ」の等級に格付けされ、北九州地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑩ 「流出土砂撤去業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参加

資格「土木一式工事」の「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「と

び・土工・コンクリート工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者で

あること。 

⑪ 「建物開口部閉鎖業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争参

加資格「造園工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、又は同「土

木一式工事」の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。 

⑫ 「不動産表示登記等業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省北九州地区競争

参加資格「土地家屋調査」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされ、北九州地域の

競争参加資格を有する者であること。 

 

 



【別添6】 

 

未利用国有地管理等業務を実施する者を決定するための評価の基準 

 

総合評価基準 

未利用国有地管理等業務の落札者を決定するための評価は、提出された提案書の内容

が、業務の目的に沿った実行可能なものであるか(必須評価項目)、また、効果的なもの

であるか(加点評価項目)について、以下により評価を行う。 

 

【必須評価項目】 

入札参加者が、提案書に記載した内容が、必須項目を満たしていることを確認す

る。全て満たした場合は基礎点を付与し、1つでも満たしていない場合は失格とす

る。 

 

【加点評価項目】 

必須評価項目で合格した入札参加者に対して、提出された提案書を基に、加点評

価項目について審査を行う。提案内容については、具体的であり、かつ効果的な実

施が期待できるかという観点から、基本的には各業務の当期の仕様書類で示す実施

方法と提案内容との比較を行い、得点を与える。なお、評価に当たっては評価基準

により0点から5点を付与することとし、得点については、各評価者の付与した評価

点の算術平均の値とする。 

 

【採点方式】 

   得点配分は100点とする。 

①基礎点は35点とする。 

②加点の合計は65点を上限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評価項目 
得点 

区分 
評価内容 得点 

 実施体制 30 

  

組織体制 

基礎点 

業務が遂行可能な人員の確保がなされているか。 5 

25 

業務を行う上で、経費管理体制が適切に構築されているか。 5 

指揮命令系統が確立しているか。また、それは明確である

か。（グループで参加する場合、グループ内の連携が可能

な体制であるか） 

5 

加点 

繁忙期等における円滑な事業遂行のための人員、体制の確

保がなされているか。 
5 

緊急時の対応や連絡体制は明確で効果的なものか。 5 

従業者 基礎点 関係法令、通達等を理解しているか。（ヒアリング項目） 5 5 

業務の実施方針等 70 

 

業務内容の妥

当性・独創性 

基礎点 仕様書記載の内容についてすべて提案されているか。 5 

20 

 加点 

仕様書に示した内容について独自の提案がなされている

か。 
5 

行政目的を達成するために、効果的な業務内容の提案等が

なされているか。 
5 

コスト削減のための工夫、提案が見られるか。 5 

処理方法の妥

当性・独創性 

基礎点 
業務項目、手法が明確、適切であるか（事務フロー図等を

活用すること）。 
5 

25 

 
加点 

手法に業務の効率性を高めるための工夫、提案が見られる

か。 
5 

コスト削減のための工夫、提案が見られるか。 5 

国民に対するサービスを増大させるための工夫、提案が見

られるか。 
5 

当該事務の執行に関し、国側の業務を簡素合理化するため

の工夫、提案が見られるか。 

5 

 

業務処理計画

の妥当性・効

率性 

基礎点 手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 5 

25 

 加点 

効率的に実施するため、作業計画等の工夫、提案が見られ

るか。 
5 

計画達成のため、日程管理等について、工夫、提案が見ら

れるか。 
5 

コスト削減のための工夫、提案が見られるか。 5 

処理期間の短縮のための工夫、提案が見られるか。 5 

合計  基礎点 35 
100 

 加点 65 

 



【別添7】
従来の実施状況に関する情報の開示

　 平成22年度 平成23年度 平成24年度

常勤職員  -  -  -
非常勤職員  -  -  -

 -  -  -
委託費定額部分 19,988 18,589 22,417
成果報酬等  -  -  -
旅費その他  -  -  -

19,988 18,589 22,417
 -  -  -
 -  -  -
 -  -  -

19,988 18,589 22,417

1.　減価償却費、退職給付費用及び間接部門費は該当ありません。

4.　外部委託により事務・事業を実施している場合における成果報酬等の支払条件

（福岡財務支局管内(福岡県、佐賀県、長崎県)）

1　従来の実施に要した経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

(a)＋(b)
間接部門費

物件費

人件費

（注意事項）

2.　委託費の詳細は年度別実績表のとおり。

3.　未利用国有地の管理件数は、物納引き受け等により増加、売却等により減少します。
　　また、未利用国有地の状況により必要なもののみ実施することから、年度により各業務の発注数量、
　委託費は変動します。

　　国の検査職員による検査合格を受けることが支払い条件となっています。

委託費等

参考値(b)
減価償却費
退職給付費用

計(a)



年度別実績表

（福岡財務支局管内(福岡県、佐賀県、長崎県)）

業務内容 単位 件数等 委託料 件数等 委託料 件数等 委託料

国有財産の調査に関する業務

物件調書作成等 件外 92 2,957,115 50 2,084,145 64 2,639,070

国有財産の維持・管理に関する業務

巡回・管理 物件 2,740 4,296,127 2,864 4,296,496 2,953 4,900,106

草刈・保守等 m2 170,368 5,334,008 181,933 9,355,279 323,712 13,240,091

柵設置等 ｍ 767 1,760,482 211 411,753 211 391,440

看板作成設置等 箇所外 91 1,270,185 83 492,555 107 639,210

樹木伐採等 件 14 2,840,250 14 1,518,300 39 349,141

測量 点外

m3 一式 624,618 22 203,994 26 158,130

ｋｇ 1 21,000 8 84,000

巣撤去 箇所

流出土砂撤去等 m3外

開口部閉鎖 件 5 884,310

埋設物調査 点外 40 142,800 160 100,485

ライフライン調査 m2外

土壌汚染調査等 件

アスベスト調査 件

一般競争入札の補助に関する業務

案内書配布照会対応 日

入札物件選定補助 件

合　計 19,988,095 18,589,322 22,417,673

.

２２年度 ２３年度 ２４年度

投棄物撤去



　 22年度 23年度 24年度

常勤職員

非常勤職員

外部委託先の従事者 263 292 237

実施要項【別添5】で定める資格を有する者であることが必要です。

2　従来の実施に要した人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

（注）
1.　外部委託先の従事者数については、下記の通り記載している。
　　【未利用地管理業務】
　　受託業者の従業員数（会社全体もしくは担当支社）、または実施未利用地管理業務に従事する従
業員の数。
　　【物件調書作成業務】
　　外部委託先から報告のあった業務担当者の数。

2．　実施個所別の外部委託先の予定従事者数内訳
　　　【未利用地管理業務】
　　　　　福岡・佐賀地区・・・100名
　　　　　小倉地区・・・92名
　　　　　長崎地区・・・56名
　　　　　佐世保地区・・・14名
　　　【物件調書作成業務】
　　　　　　2名

特になし。

（注意事項）

（福岡財務支局管内(福岡県、佐賀県、長崎県)）

（業務の繁閑の状況とその対応）

（業務従事者に求められる知識・経験等）

特になし。



なし

　①　管理等業務の処理期間内の処理率　：　100%

　　　　

　②　各種情報等の適正な管理等　：　外部等への情報漏洩は発生していない

4　従来の実施における目的の達成の程度

3　従来の実施に要した施設及び設備　　　　　　　　　

○　その他、国が民間事業者に提供し使用させていた施設、設備及び主要な物品はありません。

（注意事項）

○　国から国有財産総合情報管理システム（ソフトウェア）を外部電磁的記録媒体により配付。



従来の実施方法

　1.　従来の仕様書が必要な場合は、入札関係書類備付場所において配付する。

（事業の目的を達成する観点から重視している事項）

　1.　物件調書は財産を処分する際に、民間における重要事項説明書に代わるものとして一般に

　　公開されるため、厳正な記載をする必要がある。

　2.　物件調書の作成は、年間処分計画に多大な影響があるため、期限は厳守する。

　3.　ボーリング、埋設物試掘調査は、その結果により埋設物の範囲を確定し入札案内書に記載

　　する必要があるほか、その撤去費用を物納者に求めることもあるため、適確な調査を行う必

　　要がある。

（注意事項）

　1.　公務員に代位して作業を行うため、身分証明書を発行しており、その取り扱いは十分に気を

　　付けること。

　2.　業務委託に関して国から提供する情報については、情報の機密保持義務がある。

　3.　談合等の不正行為には厳重な罰則規定がある。

5　従来の実施方法等　　　　　　　

（注）図中の「業務Ⅰ」はグループ代表者が実施する業務、「業務Ⅱ」はグループ構成者が実施する業務。 

























































































































































































































































【別添3】

業務処理期間一覧表（委託①）

業務名 指図時期
業務工程書
提出期限

お知らせ文書
配布期限

報告書提出期限

巡回業務

定期巡回 4半期に1回 指図日の翌日から5日以内 － 指図日の翌日から30日以内

随時巡回 随時 － － 指図日の翌日から10日以内

掲示物貼付・張替 随時 指図日の翌日から3日以内 － 指図日の翌日から14日以内

草刈・保守業務

草刈・保守

一括草刈 5月頃・8月頃 指図日の翌日から10日以内 工事実施の3日前まで 指図日の翌日から60日以内

個別草刈等 随時 指図日の翌日から3日以内 工事実施の3日前まで 指図日の翌日から14日以内

柵設置業務

木柵設置等 随時 指図日の翌日から5日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

看板作成設置業務

看板作成設置 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図日の翌日から30日以内

看板撤去 随時 － － 指図日の翌日から14日以内

樹木伐採業務

樹木伐採 随時 指図日の翌日から7日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

樹木枝払い 随時 指図日の翌日から5日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

吊伐り 随時 指図日の翌日から7日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

投棄物撤去業務 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図日の翌日から30日以内

巣撤去等業務 随時 指図日の翌日から5日以内 工事実施の3日前まで 指図書で指定

流出土砂撤去等業務

流出土砂撤去 随時 － － 指図書で指定

土砂流出防止 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図書で指定

シート養生 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図書で指定

土嚢設置 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図書で指定

土留板柵設置 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図書で指定

開口部閉鎖業務 随時 指図日の翌日から5日以内 － 指図日の翌日から30日以内

地下埋設物調査業務

随時 指図日の翌日から6日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から30日以内

ライフライン調査業務 随時 指図日の翌日から14日以内 工事実施の5日前まで 指図日の翌日から60日以内

地下埋設物調査(ミニバックホウを含む掘削調査）
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業務処理期間一覧表（委託②）

業務名 指図時期
業務工程書
提出期限

お知らせ文書
配布期限

報告書提出期限

物件調書作成業務等

物件調書作成（土地） 毎月 － － 指図日の翌日から3ヶ月以内

毎月 － － 指図日の翌日から3ヶ月以内

随時 － － 指図日の翌日から2週間以内

毎月 － － 指図日の翌日から2ヶ月以内

毎月 － － 指図日の翌日から1ヶ月以内

入札物件選定補助業務

入札案内書原稿整備 入札物件選定後 － － 指図書で指定

物件調書作成（建物）

物件調書作成不可

物件調書再作成(現地調査必要）

物件調書再作成(現地調査不要）
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提案書 
【総合評価項目：実施体制】 

業務毎の実施体制について以下の項目について提示すること。 

【本実施要項で示す業務毎に実施体制及び業務全体の管理方法等を具体的に記載する

こと。グループで実施する場合は、業務全体の管理方法に加え、グループにおける実施

体制及び管理体制を記載すること。】（A4：1枚～2枚程度） 

(1) 企業の代表責任者 

(2) 未利用国有地管理等業務担当者 

【入札参加グループの場合】 

(3) 入札参加グループの一覧 

(4) グループ代表企業 

(5) グループ企業の代表責任者 

(6) 未利用国有地管理等業務担当者 

 

(7) 組織体制 

① 未利用国有地管理等業務に対する社内（グループ内）の位置付け 

② 業務遂行上の経費管理体制 

③ 指揮命令系統の確立及び明確化 

④ 緊急時（未利用国有地管理等業務の実施にあたり想定していた通りの業務実施

が困難となる未知の事故・事象が生じた場合）の対応や連絡体制の明確化 

 

(8) 従業者 

① 業務遂行可能人員の確保 

② 繁忙期等における人員及び体制の確保 

【総合評価項目：業務の実施方針等】 

業務の実施方針等について以下の項目について提示すること。 

【以下の項目について、各A4サイズ2枚程度で具体的かつ簡潔にまとめること。なお、

必要に応じ、業務毎に提案書を作成することができる。】 

【業務内容の妥当性・独創性】 

(1) 仕様書記載内容に係る実施方針 

(2) 未利用国有地の管理等業務の実施全般に対する質の確保について 

(3) 業務実施方針に係る改善提案 

・ 仕様書記載内容に係る改善提案 

・ 行政目的達成のための効果的な改善提案 

・ コスト削減のための改善提案 



【処理方法の妥当性・独創性】 

(1) 業務毎の処理手法 

(2) 事務所の設置 

(3) 業務処理方法に係る改善提案 

・ 業務の効率性を高める効果的な改善提案 

・ コスト削減のための改善提案 

・ 国民に対するサービスを増大させるための改善提案 

・ 国側の業務を簡素合理化するための改善提案 

 

【業務処理計画の妥当性・効率性】 

(1) 日程等の実現性 

(2) 遠隔地所在財産の処理 

(3) 業務処理計画に係る改善提案 

・ 効率的な実施に向けた作業計画等の改善提案 

・ 計画達成に向けた日程管理等の改善提案 

・ コスト削減のための改善提案 

・ 処理期間短縮のための改善提案 

 

【従来の実施方法に対する改善提案】 

国が各業務の現行基準として示す従来の実施方法に対し、改善すべき提案がある場合

は、以下の項目のとおり提案すること。なお、改善提案のない業務については、財務局

等が提示する最低水準として従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。 

（A4:業務毎1枚～2枚程度） 

 

１． 改善提案を行う業務及び項目 

２． 改善提案の趣旨 

３． 改善提案の内容 

４． 最低水準の確保に対する説明 

※ 提案する業務項目が複数となる場合は、提案業務項目と提案内容を簡記した改

善提案総括表を提出すること。 

 



 
 

 

入札参加資格（九州財務局本局） 

 

仕様書で定める対象業務に応じて、次の①～⑬の資格を有する者であること。 

   ① 「地下埋設物調査業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加

資格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」、

「とび・土工・コンクリート工事」又は「建設コンサルタント」の「Ａ」又は「Ｂ」

の等級に格付けされている者であること。 

② 「ライフライン調査業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参

加資格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」、

「とび・土工・コンクリート工事」又は「建設コンサルタント」の「Ａ」又は「Ｂ」

の等級に格付けされている者であること。 

③ 「巡回業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格「土木

一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」、「測量」、「建

設コンサルタント」又は「土地家屋調査」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされ

ている者、あるいは平成 25・26・27年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役

務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加

資格を有する者であること。 

④ 「草刈・保守業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格

「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」の「Ａ」

又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・26・27 年度財務省競

争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付

けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑤ 「柵設置業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格「土

木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」の「Ａ」

又は「Ｂ」の等級に格付けされている者であること。 

⑥ 「看板作成設置業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資

格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は「造園工事」の「Ａ」

又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・26・27 年度財務省競

争参加資格（全省庁統一）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けさ

れ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑦ 「樹木伐採業務」を行う者は、平成 25・26年度財務省九州地区競争参加資格「土

木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」の「Ａ」

又は「Ｂ」の等級に格付けされている者であること。 

⑧ 「投棄物撤去業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格

「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は「造園工事」の「Ａ」

又は「Ｂ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・26・27 年度財務省競

争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付

けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑨ 「巣撤去業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格「土

木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は「造園工事」の「Ａ」又
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は「Ｂ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・26・27 年度財務省競争

参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付け

され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑩ 「流出土砂撤去業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資

格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」、「と

び・土工・コンクリート工事」の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者で

あること。 

⑪ 「建物開口部閉鎖業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加

資格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」

の「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている者であること。 

⑫ 「物件調査、物件調書作成業務」を行う者は平成 25・26・27 年度財務省競争参

加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けさ

れ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。かつ、物件調査は、宅

地建物取引主任者として宅地建物取引業法第 18条第 1項の登録を受けた者が行い、

測量機器を使用する調査は、測量技師補以上の資格を有する者が確認調査を行える

者であること。 

⑬ 「入札案内書原稿整備業務」を行う者は、平成 25・26・27 年度財務省競争参加

資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、

九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 

 

入札参加資格（大分、宮崎、鹿児島財務事務所） 

仕様書で定める対象業務に応じて、次の①～⑬の資格を有する者であること。 

   ① 「地下埋設物調査業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加

資格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」、

「とび・土工・コンクリート工事」又は「建設コンサルタント」の「Ｂ」又は「Ｃ」

の等級に格付けされている者であること。 

② 「ライフライン調査業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参

加資格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」、

「とび・土工・コンクリート工事」又は「建設コンサルタント」の「Ｂ」又は「Ｃ」

の等級に格付けされている者であること。 

③ 「巡回業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格「土木

一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」の「Ｂ」又

は「Ｃ」の等級に格付けされている者、又は同「測量」、「建設コンサルタント」又

は「土地家屋調査」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者、ある

いは平成 25・26・27 年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する

者であること。 

④ 「草刈・保守業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格

「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」の「Ｂ」

又は「Ｃ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・26・27 年度財務省競



 
 

 

争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付

けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑤ 「柵設置業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格「土

木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」の「Ｂ」

又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。 

⑥ 「看板作成設置業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資

格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は「造園工事」の「Ｂ」

又は「Ｃ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・26・27 年度財務省競

争参加資格（全省庁統一）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けさ

れ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑦ 「樹木伐採業務」を行う者は、平成 25・26年度財務省九州地区競争参加資格「土

木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」の「Ｂ」

又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。 

⑧ 「投棄物撤去業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格

「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は「造園工事」の「Ｂ」

又は「Ｃ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・26・27 年度財務省競

争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付

けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑨ 「巣撤去業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資格「土

木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は「造園工事」の「Ｂ」又

は「Ｃ」の等級に格付けされている者、あるいは平成 25・26・27 年度財務省競争

参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付け

され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 

⑩ 「流出土砂撤去業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加資

格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」、「と

び・土工・コンクリート工事」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者で

あること。 

⑪ 「建物開口部閉鎖業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区競争参加

資格「土木一式工事」の「Ｄ」の等級に格付けされている者、又は同「造園工事」

の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。 

⑫ 「物件調査、物件調書作成業務」を行う者は、平成 25・26 年度財務省九州地区

競争参加資格「補償コンサルタント」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされてい

る者、又は平成 25・26・27年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提

供等」の「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を

有する者であること。かつ、物件調査は、宅地建物取引主任者として宅地建物取引

業法第 18 条第 1 項の登録を受けた者が行い、測量機器を使用する調査は、測量技

師補以上の資格を有する者が確認調査を行える者であること。 

⑬ 「入札案内書原稿整備業務」を行う者は、平成 25・26年度財務省九州地区競争

参加資格「補償コンサルタント」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者、

又は平成 25・26・27 年度財務省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

の「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する



 
 

 

者であること。 
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未利用国有地管理等業務を実施する者を決定するための評価の基準 

 

総合評価基準 

未利用国有地管理等業務の落札者を決定するための評価は、提出された提案書の内容

が、業務の目的に沿った実行可能なものであるか(必須評価項目)、また、効果的なもの

であるか(加点評価項目)について、以下により評価を行う。 

 

【必須評価項目】 

入札参加者が、提案書に記載した内容が、必須項目を満たしていることを確認す

る。全て満たした場合は基礎点を付与し、1つでも満たしていない場合は失格とす

る。 

 

【加点評価項目】 

必須評価項目で合格した入札参加者に対して、提出された提案書を基に、加点評

価項目について審査を行う。提案内容については、具体的であり、かつ効果的な実

施が期待できるかという観点から、基本的には各業務の当期の仕様書類で示す実施

方法と提案内容との比較を行い、得点を与える。なお、評価に当たっては評価基準

により0点から5点を付与することとし、得点については、各評価者の付与した評価

点の算術平均の値とする。 

 

【採点方式】 

   得点配分は100点とする。 

①基礎点は35点とする。 

②加点の合計は65点を上限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



評価項目 
得点 

区分 
評価内容 得点 

 実施体制 30 

  

組織体制 

基礎点 

業務が遂行可能な人員の確保がなされているか。 5 

25 

業務を行う上で、経費管理体制が適切に構築されているか。 5 

指揮命令系統が確立しているか。また、それは明確である

か。（グループで参加する場合、グループ内の連携が可能

な体制であるか） 

5 

加点 

繁忙期等における円滑な事業遂行のための人員、体制の確

保がなされているか。 
5 

緊急時の対応や連絡体制は明確で効果的なものか。 5 

従業者 基礎点 関係法令、通達等を理解しているか。（ヒアリング項目） 5 5 

業務の実施方針等 70 

 

業務内容の妥

当性・独創性 

基礎点 仕様書記載の内容についてすべて提案されているか。 5 

20 

 加点 

仕様書に示した内容について独自の提案がなされている

か。 
5 

行政目的を達成するために、効果的な業務内容の提案等が

なされているか。 
5 

コスト削減のための工夫、提案が見られるか。 5 

処理方法の妥

当性・独創性 

基礎点 
業務項目、手法が明確、適切であるか（事務フロー図等を

活用すること）。 
5 

25 

 
加点 

手法に業務の効率性を高めるための工夫、提案が見られる

か。 
5 

コスト削減のための工夫、提案が見られるか。 5 

国民に対するサービスを増大させるための工夫、提案が見

られるか。 
5 

当該事務の執行に関し、国側の業務を簡素合理化するため

の工夫、提案が見られるか。 

5 

 

業務処理計画

の妥当性・効

率性 

基礎点 手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 5 

25 

 加点 

効率的に実施するため、作業計画等の工夫、提案が見られ

るか。 
5 

計画達成のため、日程管理等について、工夫、提案が見ら

れるか。 
5 

コスト削減のための工夫、提案が見られるか。 5 

処理期間の短縮のための工夫、提案が見られるか。 5 

合計  基礎点 35 
100 

 加点 65 

 



【別添7】
従来の実施状況に関する情報の開示

　 平成22年度 平成23年度 平成24年度

常勤職員  -  -  -
非常勤職員  -  -  -

 -  -  -
委託費定額部分 15,648 14,554 11,161
成果報酬等  -  -  -
旅費その他  -  -  -

15,648 14,554 11,161
 -  -  -
 -  -  -
 -  -  -

15,648 14,554 11,161

1.　減価償却費、退職給付費用及び間接部門費は該当ありません。

4.　外部委託により事務・事業を実施している場合における成果報酬等の支払条件

（九州財務局管内(熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)）

1　従来の実施に要した経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

(a)＋(b)
間接部門費

物件費

人件費

委託費等

参考値(b)

　　国の検査職員による検査合格を受けることが支払い条件となっています。

3.　未利用国有地の管理件数は、物納引き受け等により増加、売却等により減少します。
　　また、未利用国有地の状況により必要なもののみ実施することから、年度により各業務の発注数量、
　委託費は変動します。

2.　委託費の詳細は年度別実績表のとおり。

減価償却費
退職給付費用

計(a)

（注意事項）



年度別実績表

（九州財務局管内(熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)）

業務内容 単位 件数等 委託費 件数等 委託費 件数等 委託費

国有財産の調査に関する業務

物件調書作成等 件

国有財産の維持・管理に関する業務

巡回・管理 物件 581 897,118 555 963,385 409 746,840

草刈・保守等 m2 374,819 8,867,645 372,649 8,946,925 282,807 7,314,067

柵設置等 ｍ 599 1,732,083 1,160 2,152,034 239 437,398

看板作成設置等 件 384 2,182,530 247 1,220,898 243 715,361

樹木伐採等 件 322 1,117,318

測量 点外

投棄物撤去 m3外

巣撤去 箇所

流出土砂撤去等 m3外

開口部閉鎖 箇所

埋設物調査 m2 8,219 1,968,730 4,692 1,271,022 2,524 830,112

ライフライン調査 m2外

土壌汚染調査等 件

アスベスト調査 件

一般競争入札の補助に関する業務

案内書配布照会対応 日

入札物件選定補助 件

合　計 15,648,106 14,554,264 11,161,096

22年度 23年度 24年度



　 22年度 23年度 24年度

常勤職員

非常勤職員

外部委託先の従事者 45 31 34

実施要項【別添5】で定める資格を有する者であることが必要です。

2　従来の実施に要した人員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

（注）
1.　外部委託先の従事者数については、外部委託先の申し出により身分証明書を発行した者の数で
あり、年度により従事者は増減します。

特になし。

（注意事項）

（九州財務局管内(熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)）

（業務の繁閑の状況とその対応）

（業務従事者に求められる知識・経験等）

特になし。



なし

　①　管理等業務の処理期間内の処理率　：　100%

　　　　

　②　各種情報等の適正な管理等　：　外部等への情報漏洩は発生していない

4　従来の実施における目的の達成の程度

3　従来の実施に要した施設及び設備　　　　　　　　　

○　その他、国が民間事業者に提供し使用させていた施設、設備及び主要な物品はありません。

（注意事項）

○　国から国有財産総合情報管理システム（ソフトウェア）を外部電磁的記録媒体により配付。



従来の実施方法

　1.　従来の仕様書が必要な場合は、入札関係書類備付場所において配付する。

（事業の目的を達成する観点から重視している事項）

　1.　物件調書は財産を処分する際に、民間における重要事項説明書に代わるものとして一般に

　　公開されるため、厳正な記載をする必要がある。

　2.　物件調書の作成は、年間処分計画に多大な影響があるため、期限は厳守する。

　3.　ボーリング、埋設物試掘調査は、その結果により埋設物の範囲を確定し入札案内書に記載

　　する必要があるほか、その撤去費用を物納者に求めることもあるため、適確な調査を行う必

　　要がある。

（注意事項）

　1.　公務員に代位して作業を行うため、身分証明書を発行しており、その取り扱いは十分に気を

　　付けること。

　2.　業務委託に関して国から提供する情報については、情報の機密保持義務がある。

　3.　談合等の不正行為には厳重な罰則規定がある。

5　従来の実施方法等　　　　　　　

（注）図中の「業務Ⅰ」はグループ代表者が実施する業務、「業務Ⅱ」はグループ構成者が実施する業務。 
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